
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜項  目＞ 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

２ 職員の給与・定員管理等について 

３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

４ 職員の分限処分及び懲戒処分の状況 

５ 職員の服務の状況 

６ 職員の研修及び勤務成績の評定の状況 

７ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

８ 柏崎市公平委員会の業務の状況 



１ 職員の任免及び職員数の状況                                

（１）職種別採用者数 

  ア 平成２８年４月１日            イ 平成２９年４月１日 

職種等 人数（人）  職種等 人数（人） 

一 般 事 務 職 員 １８  一 般 事 務 職 員 ２０ 

土 木 技 術 職 員 ３  土 木 技 術 職 員 ５ 

教 育 職 員 ２  教 育 職 員 ２ 

保 育 士 ７  保 育 士 ４ 

保 健 師 ２  保 健 師 ０ 

消 防 士 ３  消 防 士 ７ 

計 ３５  計 ３８ 

（２）事由別退職者数 

   ア 平成２７年度              イ 平成２８年度 

事 由 人数（人）  事 由 人数（人） 

定 年 ２２ 定 年 ２９ 

勧 奨 ５ 勧 奨 １０ 

その他 ８ その他 １０ 

計 ３５ 計 ４９ 

（３）４月１日現在の職員数 

平成２８年４月１日現在 ９３６人（男６１７人、女３１９人） 

平成２９年４月１日現在 ９３０人（男６１３人、女３１７人） 

    (注)上記の職員数は、市長、副市長及び教育長を除き、フルタイム再任用職員を含む職員数です。 

なお、採用者数及び退職者数には、再任用職員は含まれていません。 

（４）部門別職員数の状況（各年４月１日） 

   区 分 
職 員 数 対前年 

増減数 
主な増減理由 

平成 28 年度 平成 29 年度 

一 

般 

行 

政 

部 

門 

議 会 ５ ６ １ 専門委員会業務充実に伴う増 

総 務 １３３ １３３   

税 務 ４２ ４２   

民 生 １９４ １９０  ▲４ 保育園の統廃合による減 

衛 生 ６０ ５５ ▲５ 被災地派遣業務の終了などによる減 

労 働 ２ ２   

農 水 ４３ ４２ ▲１ 林業水産業に関する組織見直しによる減 

商 工 ２１ ２６ ５ 定住促進に関する業務の移管などによる増 

土 木 ７７ ７５ ▲２ 道路維持修繕に関する組織見直しによる減 

小 計 ５７７ ５７１ ▲６  

政特 

部別 

門行 

教 育 ６６ ６７ １ 水球関連業務充実に伴う増 

消 防 １４５ １４５   

小 計 ２１１ ２１２ １  

会公 

計営 

部企 

門業 

等 

病  院 １８ １７ ▲１ 
フルタイムの再任用職員が短時間勤務と

なったことによる減 

水 道 ３６ ３６   

下 水 道  ２６  ２６   

そ の 他 ６８ ６８   

小 計 １４８ １４７ ▲１  

 合 計 ９３６ ９３０ ▲６  

 

 

 

(注)上記の職員数に市長、副市長及び教育長は、含まれていません。 

  なお、再任用職員のうちフルタイム勤務の職員は職員数に含みますが、短時間勤務の職員は含みません。 



（５）年齢別職員構成の状況（平成２９年４月１日） 
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（６）等級及び職制上の段階ごとの職員数（平成２９年４月１日） 

 

一般職員給料表（再任用職員のうち、フルタイム勤務の者を含む） 

等級 
級別職務分類表に規定 

する基準となる職務 

合計 内訳 職制上の段階 

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階 

１級 主事、技師又はこれらに相

当する職（以下「主事等」

という。）の職務 

88 13.2 主事 

技師 

保育士 

保健師 

５７ 

６ 

２２ 

 ３ 

454 68.2 
係
員
級 

計 ８８ 

２級 高度の知識経験を必要とす

る主事等の職務 

68 10.2 主事 

技師 

保育士 

保健師 

看護師 

４０ 

８ 

１５ 

４ 

１ 

計 ６８ 

３級 １ 主査の職務 

２ 係長、園長又は主任（以

下「係長等」という。）の職務 

138 20.7 主査（一般事務） 

その他専門職の主査 

１０３ 

３５ 

計 １３８ 

４級 困難な業務を行い、又は高

度の知識経験を必要とする

係長等の職務 

250 37.6 主任（一般事務） 

その他専門職の主任 

９０ 

７０ 

係長（一般事務） 

その他専門職の係長 

園長 

６８ 

６ 

１６ 90 13.5 
係
長
級 

計 ９０ 

５級 課長代理、副主幹又はこれ

らに相当する職の職務 

64 9.6 課長代理 

副主幹 

その他相当する職 

４３ 

７ 

１４ 
64 9.6 

課
長
代
理
級 計 ６４ 

６級 課長、主幹又はこれらに相

当する職の職務 

48 7.2 課長 

室長 

その他相当する職 

３２ 

３ 

１３ 
48 7.2 

課
長
級 

計 ４８ 

７級 部長又はこれらに相当する

職の職務 

10 1.5 部長 

その他相当する職 

６ 

４ 
10 1.5 

部
長
級 計 １０ 

合計 666 100 



２ 職員の給与・定員管理等について                         

 
 この項目は、他の地方公共団体との比較が容易になるよう別に抜き出してまとめましたので、そちらを
ご覧ください。 

 

３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況                                   

（１）勤務時間等の状況（平成２９年４月１日現在） 

区 分 
勤 務 時 間 

休  日 
始業時間 終業時間 

一般行政職 

午前８時 30 分 午後５時 15 分 ・日曜日及び土曜日 

・国民の祝日 

・年末年始（12 月 29 日～12 月 31 日、

１月２日及び３日） 

１週間当たり３８時間４５分勤務 

    

（２）休暇の取得状況（平成２８年１月１日から１２月３１日までの取得状況） 

区 分 １人当たりの平均取得日 

年  次  休  暇 １２．１日  

特 別 休 暇 ６．９日  

療  養  休  暇 １．６日  

 

（３）育児休業及び部分休業の取得状況（平成２８年度） 

育児休業 
平成２８年度以前からの継続取得 １１人 

平成２８年度新規取得 １９人 

部分休業 １０人 

 

（４）介護休暇の取得状況（平成２８年度） 

介護休暇取得者数 ０人 



（５）休暇等の種類（平成２９年４月１日現在） 

種  類 取得可能期間 

年 次 休 暇 
２０日付与（１年目は１５日） 

翌年に２０日を限度に繰越し 

特
別
休
暇 

母性保護 

産前・産後 
産前 ８週間（多胎妊娠の場合は１４週間） 

産後 ８週間 

妊産婦への保健指導 

又は健康診査 

妊娠満２３週までは４週間に１回、妊娠満２４週か

ら満３５週までは２週間に１回、妊娠満３６週から

出産までは１週間に１回、産後１年まではその間に

１回で、それぞれ正規の勤務時間の範囲内で必要と

認められる期間 

妊婦の通勤緩和措置 
１日を通じて１時間を超えない範囲内で必要とされ

る時間 

妊娠に起因する症状により

勤務することが困難な場合 

一の妊娠期間における１４日の範囲内の期間で、必

要とする日又は必要とする時間 

生理 １回について２日以内で必要とする期間 

育児時間 
１日２回それぞれ３０分以内の期間（やむを得ない

場合は連続取得可） 

慶弔 

結婚 ７日以内で必要とする期間 

忌引 死亡した親族との関係により日数が異なる。 

父母の追悼 慣習上最少限度必要とする期間 

子の看護 

育児支援等 

子の看護 
１年において５日（中学校就学前の子が２人以上い

る場合は１０日）の範囲内の期間 

配偶者の出産 その都度２日以内で必要とする期間 

男性職員の育児参加 
妻の産前産後休暇期間内において５日の範囲内の期

間 

事故 

地震、水害、火災等による現住居

の滅失又は損壊又は生活に必要な

水、食料等が著しく不足している

場合で、当該職員以外にはそれら

の確保を行うことができない場合 

７日の範囲内の期間 

地震、水害、火災、交通機関の事

故等による交通遮断、退勤途上に

おける身体の危険回避 

必要と認められる期間 

公権公務関係 選挙権の行使 必要と認められる期間 

介護 
配偶者、父母、子等に

係る短期の介護 

１年において５日（要介護者が２人以上いる場合は

１０日）の範囲内の期間 

その他 

証人等としての出頭 必要と認められる期間 

骨髄ドナー 必要と認められる期間 

ボランティア １年において５日の範囲内の期間 

夏季 連続する４日の範囲内の期間 

リフレッシュ 連続する３日の範囲内の期間（勤続 30 年又は 20 年

職員のみ） 

療養休暇 連続して９０日の範囲内の期間 

介護時間 
配偶者、父母、子等の

介護 

連続する３年の間に、１日を通じて２時間を超えな

い範囲内 

介護休暇 
通算して２週間以上６月の期間内において必要と認

められる期間（３回まで分割可能） 

組合休暇 
登録された職員団体

の活動 

１暦年につき、３０日の範囲内 

育児休業 

部分休業 

育児休業 子が３歳に達する日まで 

部分休業 小学校就学の始期に達するまでの期間で、１日を通

じて２時間を超えない範囲内 



４ 職員の分限処分及び懲戒処分の状況（平成２７年度）                                

（１）分限処分の件数及び処分事由 

処分名 事  由 人  数 

休 職 心身の故障 ２人 

   

（２）懲戒処分の件数及び処分事由 

処分名 事  由 人  数 

戒 告 管理監督責任 １人 

 

５ 職員の服務の状況（平成２８年度）                           

 営利企業等の従事許可の事由別人数 

事  由 人 数 

経済センサス活動指導員 ４人 

生活のしづらさなどに関する調査調査員 ３人 

外部講師 ６人 

スポーツ推進員 ５人 

その他 １９人 

 

６ 職員の研修及び勤務成績の評定状況                               

（１）職員研修の実施状況（平成２８年度） 

 

研  修  名 人数 研  修  名 人数 

階  層  別 専     門 

新採用職員研修 ２９ 民法研修 ９ 

一般職員研修第１部 １２ 契約事務基礎研修 ４ 

一般職員研修第２部 ７ 市町村民税研修 ４ 

主任・主査研修 １４ 固定資産税事務新任研修 ５ 

係長研修 １８ 説明力向上研修 ６ 

課長補佐級研修 １６ その他専門研修 ３３ 

市  独  自  研  修 

新採用職員研修（前期） ３３ 人事評価研修 １，７１３ 

新採用職員研修（後期） ３２ 退職者セミナー ３８ 

非常勤職員等研修 ４８ メンタルヘルスセミナー １１１ 

中堅職員育成研修 ４５ ライフプランセミナー ２３ 

主任・主査昇格者研修 ４３ 副市長等ミーティング ４６ 

トワイライトセミナー（自己啓発研修） １１６ 女性研修 ５２ 

派  遣  研  修 

アカデミー研修 １ 全国建設センター研修 ２ 

JIAM 国際文化アカデミー ４ 新潟県専門研修（政策形成・行政法務） ２ 

地域リーダー塾（柏崎・全国） ３   



（２）人事評価制度の状況 

人事評価制度の前身である人事考課制度は、職員の勤務実績や能力などの勤務成績を一定の評価基

準・方法により評価するものです。組織における職業人としての能力を評価対象とし、複数の角度から

多面的に職員の職務上の能力を把握して評価します。 

柏崎市では、人材育成のための総合的・戦略的な人事管理システムとして、職員の能力・資質の向上

を目的として取り組んでいます。 

平成１８年度から管理職員（課長級以上）に、平成２０年度からは監督職員（係長以上）、平成２１

年度からは一般職員を加えて、職種に応じた考課方法を取り入れ、人事考課制度を試行実施してきまし

た。 

平成２８年度には、これまで取り組んできた人事考課制度をベースとした人事評価制度を導入し、全

庁的に取り組んでいます。 

 

７ 職員の福祉及び利益の保護の状況（平成２７年度）                      

（１）健康診断の実施状況（受診者数は、非常勤・嘱託職員等を含みます。） 

  ・定期健康診断 受診者数 ６９７人 

  ・各種健康診断 受診者数 ７１８人 

（胃がん、大腸がん、前立腺がん、肺がん、乳がん、子宮がん、Ｂ型肝炎、Ｃ型肝炎、歯科健診、

ＶＤＴ健診） 

  ・人間 ドッ ク 受診者数 ５４３人 

  ・健 康 指 導 メンタルへルスセミナー、健診後フォローアップセミナー 

 

（２）公務災害及び労働災害 

区分 件数 主な事由 

公務災害 ７ 

第３腰椎圧迫骨折、左第１－４中足骨脱臼骨折・左足関節捻挫・左肘擦過創、

左手異物・捻挫、頭頂部挫創、熱傷２度（両肩、右前腕部）、右小指打撲、

頸椎捻挫・右目眼球打撲傷・右網膜剥離裂孔 

労働災害 ３ 右大腿骨頸部内側骨折、頭部外傷・切創、打撲 

 

８ 柏崎市公平委員会の業務の状況（平成２８年度）                                

（１）勤務条件に関する措置の要求の状況 

      ０ 件 

 

（２）不利益処分に関する不服申立ての状況 

      ０ 件 

 


